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令和８年度登録販売者試験実施要領 

 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第36条の８

第１項の規定により、令和８年度登録販売者試験を次のとおり実施する。 

 

１ 試験日程 

内 容 期日・時間 場所、その他 

試 験 令和８年８月 26日(水) 

午前10時 30分～午後３時55分 

（受付時間 午前９時45分～午前10時） 

岩手産業文化センター（ツガワ未来館アピオ） 

（岩手県滝沢市砂込389番20） 

受験申込 

受付 

【インターネットでの受験申込】 

令和８年６月 10日(水)午前９時から 

令和８年６月23日(火)午後11時59分まで 

岩手県電子申請・届出サービスで必要な事

項を入力し、申込を行うこと。申込ページは、

岩手県のホームページで案内する。 

受験申込受付期日を過ぎてからの申込は、

いかなる場合であっても受付できない。 

受験手数料 

支払い期限 

受験申込日から５日後の午後 11 時 59 分ま

で 

支払い期限を過ぎてからの支払いは、いか

なる場合であっても受付できない。 

必ず支払期限までに支払うこと。 

受験票送付 令和８年８月 19日(水)までに県から送付 左の期日までに到着するように出願時に入

力した住所宛てに受験票を郵送する。 

合格発表 令和８年９月 29日(火) 午前10時 

（岩手県公式ホームページへの掲示は正午

頃の予定） 

合格者番号を、岩手県庁前の掲示板及び岩

手県公式ホームページに掲示する。 

合格者には合格通知書を送付する。郵便追

跡サービスにより、出願時に入力した住所へ

の配達完了の確認ができたものに関しては、

岩手県は一切の責任を負わない。 

※電話での合否の問い合わせには応じない。 

※自家用車での来場も可能であるが、場内の係員の指示に従うこと。 

※試験会場へは路線バスが運行されている。運行経路、運行ダイヤ、運賃等については、直接運行会社へ問

い合わせを行うこと。 

 運行会社：岩手県北バス（電話 019-641-1212） https://www.iwate-kenpokubus.co.jp/ 

 

２ 試験項目、出題数及び配分時間 

試験項目 出題数 試験時間 

医薬品に共通する特性と基本的な知識 20 
午前10時30分～午後０時30分（120分） 

主な医薬品とその作用 40 

人体の働きと医薬品 20 

午後１時55分～午後３時55分（120分） 薬事に関する法規と制度 20 

医薬品の適正使用と安全対策 20 

合 計 120 240分 

 

https://www.iwate-kenpokubus.co.jp/
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３ 受験手続 

(1) 岩手県電子申請・届出サービスのページで受験申込 

  （令和８年６月10日(水)午前９時から６月23日(火)午後11時59分まで） 

   岩手県電子申請・届出サービスの所定のページで必要な事項を入力し、申し込みを行うこと。 

   申し込みの詳細については、岩手県保健福祉部健康国保課のホームページで案内する。 

  なお、申し込みが終わると、「受験申込入力受付メール」が届く。 

 

(2) 受験手数料の支払い 

（受験申込日から５日後の午後11時59分まで） 

  受験申込後、受験申込入力受付メールに記載の案内のとおり、受験手数料を支払うこと。 

○ 受験手数料 

１７，６００円 

受験申込完了後、電子申請・受付サービスの「申込内容照会」から支払

い手続きを行うこと。 

 

※支払い方法は、クレジットカード決済又はコード決済（PayPay、d払い、

au PAY）である。（岩手県収入証紙では支払いできない） 

※申込内容照会に必要な「整理番号」と「パスワード」は、「受験申込入力

受付メール」に記載されている。 

※支払い手続き後の返金はできない。 

 

※受験手続の注意事項 

(1)のみでは受験手続は完了していない。必ず、(2)の支払い手続きまで完了させること。期限までに支払

い手続きが完了しない場合、いかなる場合であっても受付できない。） 

 

 

４ 受験申込後に住所に変更があった場合の手続き 

受験申込時に入力した住所に変更が生じた場合は、受験者の責任において、郵便局へ転居届を提出する等の

対応を行うこと。 

なお、受験票及び合格通知書の送付先は、受験申込時に入力した住所のとおりとする。 

 

５ 受験票の交付 

受験申込を受理した場合は、令和８年８月 19 日(水)までに到着するように受験申込時に入力した住所宛て

に受験票を郵送する。この日を過ぎても受験票が届かない場合は、岩手県保健福祉部健康国保課薬務担当に問

い合わせること。 

＜受験票未着に関する問い合わせ先＞ ※８月20日以降 

岩手県保健福祉部健康国保課薬務担当  Tel 019-629-5467 

（午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで。ただし、土日祝日を除く。） 

 

６ 合格基準 

  原則として、総得点の７割以上であってかつ各項目の得点が４割以上とする。 
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７ 個人の科目別得点の開示請求 

受験者本人の申出により、合格発表後、試験結果について口頭による開示請求ができる。 

(1) 請求の期間 令和８年９月29日(火)から令和８年10月28日(水)まで 

祝日を除く月曜日から金曜日、午前９時から正午、午後１時から午後５時まで 

（ただし令和８年９月29日は午前10時から） 

(2) 開示場所  岩手県保健福祉部健康国保課（岩手県庁舎 ９階） 

(3) その他   本人であることを確認するため、受験票と運転免許証又は旅券等の本人の写真が貼付 

された書類を提示すること。 

 

８ その他 

(1) 受験票及び筆記用具（ＨＢの鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）を必ず持参すること。 

(2) 試験会場には時計が無いので、必要に応じ腕時計等を持参すること。ただし、スマートフォン等の電子機

器（ウェアラブル端末を含む。）を時計として使用することは禁止する。 

(3) 試験中はスマートフォン等の電子機器（ウェアラブル端末を含む。）の電源を切るとともに、使用を禁止

する。なお、試験中に電子機器の使用を発見した場合は、不正行為とみなし受験を停止とする。 

(4) 試験会場の空調設定は全館一律のため、個人で調整できる服装及び羽織等を準備すること。 

(5) 受験者は、試験当日、午前９時 45 分から午前 10 時までに試験会場に集合し、受付を済ませること。な

お、天候の悪化等により交通が混雑する場合があるため、余裕を持って試験会場に集合すること。 

(5) 試験日時、会場の変更等、試験の実施に係る情報については、岩手県ホームページに掲載するので、最新

の情報を必ず確認すること。 

(6) 昼食は各自持参すること。なお、ごみは持ち帰ること。 

(7) 受験票及び合格通知書に記載する漢字は、JIS第２水準までを使用する。 

(8) その他不明な事項については、岩手県保健福祉部健康国保課に問い合わせること。 

(9) 基本的な感染対策を行うこと。 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 岩手県盛岡市内丸10-1 

岩手県保健福祉部健康国保課薬務担当  Tel 019-629-5467 

（午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで。ただし、土日祝日を除く。） 

 

 

 


